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期 間　　22月月 1212日日木木～～ 33月月 1616日日月月　　　 　　　 

　　　 午前の部　午前　　　 午前の部　午前 99 時から（受付時から（受付 1111時時 3030分まで）分まで）

　　　 午後の部　午後　　　 午後の部　午後 11 時から（受付時から（受付 44 時時 3030分まで）分まで）
■申告会場問い合わせ電話番号

　☎ 585-1083（直通・期間中に限る）

会 場　　観月台文化センター 3階 第 1・2研修室観月台文化センター 3階 第 1・2研修室

　町では次のとおり申告相談を予定しています。混雑防止のため町内会ごとに相談日程を設定しています。皆さまのご　町では次のとおり申告相談を予定しています。混雑防止のため町内会ごとに相談日程を設定しています。皆さまのご

理解とご協力をお願いします。詳しくは、1月下旬に各戸配布する「申告相談のお知らせ」をご覧ください。 　　　　理解とご協力をお願いします。詳しくは、1月下旬に各戸配布する「申告相談のお知らせ」をご覧ください。 　　　　

問問税務課課税係　☎ 585-2778税務課課税係　☎ 585-2778

～準備はお早めに～

令和 7年分所得税・令和 8年度住民税の申告相談

申告相談日程

月　日 町内会名

2 月 12 日木 小坂・太田川

13 日金 前田・泉田上・泉田中

16 日月 泉田下・鳥取・板橋

17 日火 板橋南・内谷西・内谷東

18 日水 貝田・光明寺

19 日木 大木戸・高城・山根・上野

20 日金 鶉町・滝山・小林・山崎舘

23 日㊡ 振替休日のため休み

24 日火 山崎（北・小舘・宮舘・宮前）源宗山（西・東・北）

25 日水 大坂・山崎耕谷・山崎沢田

26 日木 石母田（東・表・北・原・西）

27 日金 駅前・錦町・大町南

月　日 町内会名

3 月 2 日月 観月台文化センター休館日のため休み

3日火 大町北・本町・宮町南・宮町北

4日水 宮東・町東・藤田光陽・藤田宮前

5日木 原町・築舘・並柳

6日金 中部・北部・川内

8日日 全地区（事前予約制※）

9日月 森江野第 1・2

10 日火 森江野第 3・4

11 日水 徳江北・森江野第 7

12 日木 森江野第 8・9

13 日金 森江野第 10・11・12

16 日月 全地区（地区の指定はありません）

※指定日に都合の悪い方は期間中いつでも申告相談できます。

① 相談時間短縮のため、事前に自宅などで書類（事業所得、医療費控除等）の作成をお願いします。また、

パソコン、スマートフォンからでも申告書の作成が可能です。作成した申告書はデータでの提出（e-Tax）

や印刷して郵送・持参することも可能です。詳細は税務署のホームページをご覧ください。

②来場者が集中することを防ぐため、町内会ごとに日程の割り振りをしています。

③１階ロビーに受付を設置します。順番となり次第、受付時にお渡しするベルでお呼びします。

④当日の受付状況により、受付人数を制限します。

【混雑防止対策】

税務署からのお知らせ

※詳しくは「確定申告」で検索

確定申告

■ パソコン、スマートフォンなどから画面の案内に従って金額

などを入力するだけで、 申告書が作成できます。

■ 読み取り対応のスマートフォンであれば、マイナンバーカー

ドの電子証明書による e-Tax( 電子申告 )が可能です。

■ スマートフォンのカメラで給与所得の源泉徴収票を撮影すれ

ば、金額や支払者情報などが自動で入力されます。

≪申告書作成・送信は自宅で国税庁ＨＰから≫

　ふるさと納税ワンストップ特例を適用するためには、次の条件

を満たす必要があります。

①確定申告をする必要がない給与所得者であること

②寄付先の自治体が 5つ以下であること

③寄付先の自治体にワンストップ特例の申請を提出していること

※確定申告をする方、5 団体以上の自治体に寄付をされた方は確

定申告において寄付金控除を申告してください。

≪ふるさと納税ワンストップ特例について≫

■場　所　アクティブシニアセンターアオウゼ (AOZ)

　　　　　(福島市曽根田町 1-18　MAX ふくしま 4階 )

■期　間　2月 16 日～ 3月 16 日 （土日祝を除く）

※ ただし、3月 1日日は開設。

■時　間　午前 9時 15 分～午後 4時 ※ 9時開館

※ 申告書作成会場では、ご自身のスマートフォンを使

用して申告書を作成します。事前に設定した暗証番

号をご確認ください。

※ MAXふくしまの駐車場は、駐車時間が2時間を超える

と有料になります。

※ 会場入場には整理券が必要です。取得方法は①LINE

アプリでのオンライン事前発行、②会場付近で当日

券を受け取る方法があります。

【税務署確定申告書作成会場】

オンライン事前発行はこちらから⇒

※ 3月 8日日の予約方法につきまして、1月下旬に各戸配布する「申告相談のお知らせ」をご覧ください。

サービス業、建設業、製造業など、町内にはさまざまな企業

があります。目標のために全力で取り組む、好きや得意で貢

献するなど、働き方は人それぞれ。町内でいきいきと働く先

輩たちのメッセージは、これからの道しるべになるかも。

あなたも地
こ
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で自分の「仕事」を見つけませんか。

これから就活を迎えるあなたへ

―― 大変なことは？

　葬祭業は、ご遺族にとって大切な「最期の時間」を支える

仕事です。ほとんどのお客様が葬儀を初めて経験するため、

不安な気持ちを抱えて来られます。だからこそ、焦った様子

や迷いを見せないよう、どんな状況でも落ち着いた対応を心

がけています。ときには、亡くなられた翌日に葬儀を行う場

合もあり、限られた時間で準備を進めなければならないこと

も多く、責任の重さを日々感じますが、その分、自分の立ち

居振る舞いがご遺族の安心につながることも実感しています。

―― 仕事内容は？

　当社は、「香雲堂」の屋号で葬祭業のほか「らいふぴあ」と

してギフト販売や生花販売を行っています。

　私は今年 4 月に入社し、葬祭部に配属されました。今は先

輩のサポートとして葬儀全般の業務に携わっています。式場

準備や進行補助に加え、最近では司会を任せていただく機会

も増えてきました。また、遺影写真や式の内容についてご遺

族と打ち合わせを行うこともあり、寄り添い方や言葉の選び

方など多くを学んでいます。先輩方の姿を手本に、できるこ

とを一つずつ広げているところです。

―― 入社のきっかけは？

　短大時代、家から近かったことから香雲堂でアルバイトを

していました。ご遺族から「あなたに頼んでよかった」と感

謝されている先輩の姿を見て、その気持ちに寄り添う仕事に

惹かれるようになりました。人と関わることが好きな自分に

とって、一人ひとりに丁寧に向き合う葬祭の仕事は自然と心

にしっくりくるものがありました。憧れの先輩と一緒に働き

たいという思いも後押しとなり、入社を決めました。
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株式会社 樋口屋商店 （香雲堂）
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　就職活動は、周りの期待や世間

の目が気になって不安や迷いを抱

くこともあると思います。でも、

自分の人生は自分で選ぶもの。「な

りたい自分」や「大切にしたい思

い」を見失わずに一歩進めば、新

しい景色がきっと広がります。思

いどおりにいかなくても、努力し

た分だけ道は開けます。まずは自

分の気持ちに素直に向き合い、納

得できる選択をしてほしいです。

　―― 仕事へのやりがいは？

　準備や打ち合わせを進める中で、ご遺族から「ありが

とう」と直接言葉をいただけた時に大きなやりがいを感

じます。最近では司会を任せていただくことも増え、声

のトーンや速さ、抑揚など、聞く人の心にそっと寄り添

えるよう細かな表現に気を配っています。また、自分の

声に合う BGM を探し、故人様を思い返す時間が温かいも

のになるよう工夫しています。経験を重ねながら知識や

マナーを磨き、ご遺族が安心して最後の時間を迎えられ

るよう成長していきたいです。

株式会社樋口屋商店（香雲堂、らいふぴあ）

●設置 1956 年 ●スタッフ 27 名 ●住所 国見町大字藤田字日渡四 16-2

●事業内容 葬祭業、仏壇・仏具販売、ギフト販売、生花販売、貸ホール

葬祭業やギフト販売などをとおして地域

の皆さまとの信頼関係を大切にしていま

す。家族のように支え合う社風と挑戦を

歓迎する風土があり、社員が自分らしく

成長できる環境を目指しています。興味がある人はお問合わせください。

◀
ご
遺
族
と
打
合
せ
を
す
る
吉
田
さ
ん

▲火を灯し、“最期の時間”を整える▲故人様に寄り添う「枕花」を準備
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